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中原小学校 PTA慶弔規定 

（目的） 

第１条  本規定は、中原小学校の児童および PTA会員の慶弔時における、PTAの対応を規

定する。 

（対象範囲） 

第２条  児童死亡の場合は、弔花を供え、会長または副会長が会葬する。 

第３条  会員（保護者）死亡の場合は、会長または副会長が会葬する。 

第４条  教職員死亡の場合は，会長・副会長が会葬する。 

（連絡） 

第５条  第２、３、４条に該当する事由が発生した場合は，役員は速やかに事務局に連 

     絡する。 

（会計） 

第６条  会葬の際に供える慶弔金の金額は慶弔規定細則により定め，PTA会計より支出す 

る。 

（改正） 

第７条  本規定を改正するには、本部委員会の作成する改正案を運営委員会にて審議し、 

     承認されることを必要とする。 

（その他） 

第８条  この規定によらないものについては，その都度本部委員会で協議する。 

（付記） 

第９条  この規定は，昭和 59年 5月 11日より施行する。 

平成 27年 5月 8日（一部改正） 

令和 7年 4月 1日（一部改正） 
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中原小学校 PTA慶弔規定細則 

第１条    慶弔規定第２条から第４条に該当する場合は、次の各項に定める金額を香典と 

して供える。 

     １    第２条に該当する場合 

            １０，０００円 

     ２    第３条に該当する場合 

              ５，０００円 

     ３    第４条に該当する場合 

             ５，０００円 

第２条    この細則に定めるもののほか、必要な事項については、その都度企画委員会で 

     協議する。 

第３条  本規定細則は、企画委員会の承認をもって改正することができる。 

第４条    本細則は令和 7年 4月 1日から施行する。 

 


